
★ 千葉県北西部に位置する流山市は、 
 東京都心から３０㎞圏内にある首都近郊 
 の住宅都市として昭和４２年に市制施行と 
 なり、平成２６年４月１日現在、総人口 
 １７０，４９３人の都市となっている。市域の 
 面積は、３５．２８㎢となっている。 
  特に、昭和３０年代後半からの高度経済 
 成長に伴う東京圏の外延化とともに発展 
 し、各鉄道沿線に市街地が形成されてき 
 た。 
  最近では、平成１７年にはつくばエクスプ 
 レスが開通し、利便性が飛躍的に向上す 
 るとともに沿線整備が進められている。 
  ○高齢者数： ３９，４５４人 
  ○高齢化率： ２３．１％ 
  ○要支援認定者数： １，３３６人 
  ○要介護認定者    ５，０６０人 

 
                千葉県流山市健康福祉部介護支援課 

                       課長 早川 仁 ☆彡 

 新総合事業を活用したわがまちづくりへの挑戦 
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流山市の高齢者人口等の状況について 

★ 高齢化が年々進んでおり、平成１７年から平成２６年までの９年間で、１４，５３２人増え  
 高齢化率は６．８ポイント伸びている。 
  近年では、７５歳以上の高齢者数が急増しており、Ｈ１８年からの６年間で約４，３００人 
 増加、１．４４倍と、同じ期間の６５歳～７４歳人口の伸び（１．２８倍）を上回っている。今後  
 団塊の世代が後期高齢者となっていくことから、より急激な伸びが懸念されている。 

年 ７５歳以上 
高齢者人
口に占め
る割合 

Ｈ１７年 ９，５７８人 ３８．４％ 

Ｈ１８年 １０，１９６人 ３８．５％ 

Ｈ１９年 １０，７２５人 ３８．０％ 

Ｈ２０年 １１，４３６人 ３８．４％ 

Ｈ２１年 １２，１１９人 ３８．３％ 

Ｈ２２年 １２，８９０人 ３９．０％ 

Ｈ２３年 １３，８１２人 ４０．６％ 

Ｈ２４年 １４，６７５人 ４１．２％ 

＊７５歳以上人口の実績値 

  （登録人口に基づく） 

高齢化率（％） 
人口（人） 

（年） 

※いずれもＨ２６までは実績値、Ｈ２７以降は推計値 
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            （第１号被保険者及び第２号被保険者の合計） 

＊各年の３月末日時点の実数   

4,498 
4,805 

3,722 
3,873 

4,224 

2,384 

1,969 

1,464 

2,753 

3,127 

3,471 

5,116 

単位（人） 

5,447 

5,899 

（年） 

制度当初比 
４．３倍 

流山市の要支援・要介護認定者数の推移 
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            第６期流山市高齢者支援計画の施策体系 
【基本理念】 
   地域ぐるみの支え合いでつくる 元気で 生き生き 安心 流山 

【基本目標１】 地域ぐるみ支え合い体制づくり（地域包括ケアシステムの構築） 

＜施策目標１＞ いつまでも元気で暮らせる健康づくり 

＜施策目標２＞ 生きがいのある地域づくり 

＜施策目標３＞ 介護予防と社会参加の推進 

＜施策目標４＞ 介護・福祉サービスの充実 

＜施策目標５＞ 介護と医療の連携推進 

＜施策目標６＞ 在宅での生活の継続を支える地域づくり 

＜施策目標７＞ 高齢者の住まいに係る施策の推進 

【基本目標２】 高齢者を支える介護体制づくり（介護保険サービスの事業量見込みと保険料） 

 （予防） 

（住まい） 

（生活支援） 

（医療） 

 （介護） 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
成
要
素 
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今回の介護保険法改正で、地域支援事業に追加された事項 
 
 

① 介護予防・日常生活支援総合事業 
           （法第１１５条の４５第１項第１号） 
② 医療介護連携推進事業 
           （法第１１５条の４５第２項第４号） 
③ 生活支援体制整備事業 
           （法第１１５条の４５第１項第５号） 
④ 認知症総合的支援事業 
           （法第１１５条の４５第１項第６号） 
 
 

 ①～④のいずれも法の原則どおり２７年度からスタート 
 させる。 
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 ２０２５年には、高齢者人口が４８，８００人 

（＋９，３００人）となり、高齢化率は２６．７％となる。 

市内北部地域では、３０％を超える見込み。 

 こうした‘高齢者が中心のまち’となっても、まちの活力を維持

し、まちに成熟さが感じられるようにするためには、高齢者が 

いきいきと、人生でもう一度輝くことができるまちとは、 

どうあるべきかを市民とともに追及し、実践していくことが必要。 

  

 今回の法改正で創設された新事業は、いずれもこれからの地

域社会の構築に欠かせない課題点である。 

 これらの課題点を地域支援事業として実施できるならば、こう

した新事業を‘活用’して、疲弊化しつつある地域コミュニティを 

２７年度からスタートする理由 
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再生させ、高齢者が互いに支え合う仕組みを中心としつつ、 

子育てが一段落した壮年層も可能な限り巻き込んで、高齢者が

目標と生きがいをもち、明日も生きることを希望と自信を持って

約束できる ‘わがまちづくり’ に積極的に取り組むことが重要。 

 さらには、認知症を抱える方が増加しており、現時点で、要介

護認定者のうち、３，１２１人（２６年７月末時点）がⅡａ以上の

評価（主治医意見書）を受けている。５年前に比べて９８９人増

えている状況。 

 医療と介護が連携した認知症対策の構築も急務となっている。 

 

   高齢化のピークまで、あと１１年しかありません。 

 そのためには、早い時点から、こうした‘わがまちづくり’に 

 着手することが市に求められていると判断したのである。 
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いろいろな人に支えても
らえる安心感があるね。
自分に合ったものを選べ
ばいいんだね。 

ホームヘルパー
が入浴の介助を

します 
（身体介護） 

ＮＰＯ法人やシルバー人材センター
が提供する訪問型サービスを利用し
て、ちょっと手伝ってもらいましょう。
ボランティアの有償サービスなら、も
っと、いろいろ支援してくれます。 

定期的に介護支援サポータ
ーに来てもらって話し相手に
なってもらいましょう。 

普段は、自治会のパトロール
活動で見守ってもらいましょう 

従来の介護保険の予防給付の対応範囲 
（買い物の同行は本人の歩行機能等により利用可否が判断される。） 

その人のニーズ 

（必要性）に柔
軟に対応できる
ようになります。 

お風呂に入る
のが不安。 

一緒に買い
物に行って
ほしい。 

ひとり暮らしは
不安。時々お
しゃべりがした
いね。 

総合事業の対応範囲（地域包括支援センターが本人のニーズを評価してサービスに結びつけます。） 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
専
門
職
が
適

切
な
サ
ー
ビ
ス
利
用
を
支
援
し
ま
す
。 

要
支
援
１
の
認
定
を
受
け
た 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

独
居
の
利
用
者 

訪問型サービスの展開イメージ 

高 低 

掃除や調理が
辛くなって 
きてねぇ。 
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新たな担い手として参画予定の 
事業所の改編後のイメージ 

訪問型サービス
Ａ 

▲▲生活協同組合 

現行の訪問介護相当 
▲▲訪問介護事業所 

訪問型サービスＡ 
▲▲訪問介護事業所 
（新たに事業者指定） 

地域サポートセンター 
（有償ボランティア部門） 

主に、身体介護のほか、
現在介護予防給付により
介護予防訪問介護を利用
している要支援者向けた 
 当面のサービス 

要支援者、事業対象者
の生活支援サービスを 

  担う 
＊買い物、掃除、調理 

   ゴミ出し等 

元気高齢者、
主婦、３級ヘル
バー、社会貢
献意欲のある
ヘルパー 

 
 
 

新規創設部門 

多様な生活支援ニー
ズを 抱える高齢者を 
 支援 
＊多様な生活支援サ  
  ービスに柔軟に対応 

草刈り、 
樹木剪定 

見守り、 
話し相手等 生活支援コーディ

ネーターのバック 
    アップ体制 

出来高払いを予定 
国保連経由で審査・支払 
雇用労働者により提供 
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シルバー人材センターの活用 
イメージ（現時点の案） 

訪問型サービス
Ａ 

公益社団法人 
流山市シルバー人材センター 

訪問型サービスＡ実施部門 
（委託による実施） 

個別の注文に応じ会員が生
活支援等のサービスを提供 

市民からの要請に個別に対応。サ
ービス内容及び時間に基づいて料
金を個別に決定。庭木の剪定、草 
刈り、大掃除等幅広く対応 

（生活援助の注文は月２、３件） 

地域包括支援センターのケアマネジメントに
応じ、あらかじめ設定されたサービス内容、
単価により、要支援者・事業対象者の生活支 
援サービスを担う。 

＊買い物、掃除、調理、ゴミ出し等 

新たな対応部門 

草刈り、 
樹木剪定 

人数等に応じた一定期
間ごとの包括払い又は出
来高払いを予定、センタ
ーに直接支払い。 

大掃除 

会員による提供形
態は今までと同様 

買い物 
調理 

掃除 
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流山市高齢者ふれあいの家の位置 

訪問型サービスの
真の戦略 

【２０２５年に向けた支え合いの地域社会づくり】   
  生活支援ニーズには、住民参加型のサービス・ 
  仕組みでサポートできるよう移行を進める。 

有償ボランティアによる支援 
（サービスＢ） 

訪問型サービス（Ａ） 

介護支援サポーターに 
よる支援 

ボランティア、ご近所の助け合い 
（互助の強化） 

超
高
齢
化
へ
の
対
応
を
き
っ
か
け

と
し
た
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
の 

再
生
へ
の
発
展 
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流山市 

介護支援 
サポーター管理機関 

介護保険施設 ・ 
デイサービス等の 

事業所 

・サポーター養成講座開催 
・サポーター登録 
・サポーター手帳の交付、更新 
・評価ポイントの手続き 

介護支援サポー
ター管理業務委託

契約 

介護支援サポーター 

活動確認
スタンプ押
印（１時間
１スタンプ） 

ポイント転換交付金（最大５千円）
の交付又は商業振興ポイント 
（最大６千円分のポイント）への転換 

・サポーター登録申請 
・活動確認スタンプの評価ポイ  
 ントへの転換申請、ポイント 
 の繰越申請 

見守り、話し
相手等の介
護支援サ
ポーター活動 

受入機関登録許可 

サポーター受入 
機関登録申請 

   流山市における介護支援サポーター事業 
      （地域介護予防活動支援事業に位置付け） 

※庁内産業振興部の財源協力 

１２月１日登録者４３０人 12 



目標を明確化し、生活

機能の維持・向上を積

極的に図る通所型サー 

 ビスを構築する。 

元気な高齢者などの地
域のマンパワーを活用
し、ふれあいの感じら
れる通所型サービスを 

 構築する。 

要支援者等は残存能力が高い傾向にある。積極的
に生活機能向上に取り組むことが大切。座りきりの
時間が長いと効果的ではありません。 

通所型サービスの展開イメージ 

短
期
集
中
型
（
Ｃ
型
）

の
導
入
を
調
整
中 
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地域の身近な場所に介護予防・にぎわいの場を   
   つくっていく…一般介護予防事業で促進 

高齢者ふれあいの家 

福祉会館・自治会館・町内会館 

特養等の地域交流スペース 

地区社協のサロン
活動とのコラボ 
が期待できる 

イメージとしては
要支援１の方が歩 
 いて行ける距離が 
望ましい 

通所型サービスの
真の戦略 

サービス卒業生の受け皿にも・・・ 
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         ★地域へ介護予防教室のデリバリー★ 
 

高齢者ふれあいの家等への「ながいき応援団」の派遣事業（Ｈ２６年度～） 
※一般介護予防事業（地域介護予防活動支援事業）に位置付けて実施予定 

流山市高齢者ふれあいの家の位置   流山市には、地域の高齢者にとって集いの場 
 として人気のある『高齢者ふれあいの家』があり、 
 現在市内に、1５箇所が運営されている。  
  こうした流山市の特性を活かし、高齢者ふれあ 
 いの家に介護予防メニューを取り入れていただく 
 ために、以下の介護予防教室が開催できる人材を 
 デリバリ－する事業（「ながいき応援団」の派遣 
 事業）を２６年度から実施している。 

  ★元気づくり体操を指導できる指導者 
     （重度化防止推進員） 
  ★音楽を利用した介護予防指導者 
     （音楽療法士） 
  第６期では、重度化防止推進員の派遣先を、自 
 治会館（市内に１００箇所以上）のほか、特養等 
 の地域交流スペースを対象に拡大する。 
  また、デリバリーメニューに、口腔機能、栄養 
 改善などを追加していく（地域リハビリテーショ 
 ン活動支援事業の活用を検討）。 
  こうした取り組みにより、認定に至らない高齢 
 者を増やすことと共に、介護予防・生活支援サー 
 ビス事業から‘一般介護予防事業’に移行した方 
 の受け皿づくりを進めていく。 
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【高齢者ふれあいの家】 
 …地域住民が運営する「花みずき」（流山市平和台５丁目） 
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 【認知症サポーター養成講座・・・地域包括支援センターを招いて開催】    
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 【みんなで介護予防体操】     
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 【高齢者ふれあいの家】 
     …ＮＰＯ法人が運営する「えがお」（若葉台） 
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 【ホール：バンド演奏会の様子】 
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【高齢者ふれあいの家】 
 …空き家を借用「月見台」      
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 地域の方の憩いの場に 
 もなっている。     
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            【高齢者ふれあいの家】 
     …       元個人診療所を利用 
             した「野馬土手」     
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この地域には元教授などが多く 
  文学講座が開催されている。    
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介護予防・生活支援サービス事業 
【その他の生活支援サービス】 

訪問型サービス又は通所型サービスを利用する被保険者で、栄養
改善が必要な方を対象とし、食の自立支援配食サービスを実施 

（現行、二次予防事業で実施する事業を移行して行うもの）。 
 民間事業者への委託により実施する。 

栄養改善のための配食。 直接手渡しによる安否確認 
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介護予防把握事業の展開 
～薬局薬剤師を活用したリスク者の抽出～ 

従来の悉皆調査方式の二次予防事業対象者の把握事業はＨ２６年
度をもって終了。 

生活機能低下リスクを有する方を埋もれさせないために、その対応を
どうするか。 
  ＊民生委員による地域活動 
  ＊自治会を中心とする見守り活動 

薬局薬剤師の協力により、窓口の対応のなかで高齢者にアプローチし
基本チェックリスト等を用いて生活機能低下リスクの可能性がある方
を抽出し、地域包括支援センターにつなぐ、早期発見・早期対応事業
を実施することを検討中。実施する場合は、薬剤師会に委託により行
う。 
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担い手の発掘・養
成支援 
 
（個人） 
 
 
 
 
（グループ） 

活動の機会、
団体にコーデ
ィネートしてい
く。 
   ↓ 
・サポーター 
・ボランティア 
・サービスＡ  
  事業者 

・団体、グル
ープ   など 

高
齢
者
の
生
活
支
援
の 

マ
ン
パ
ワ
ー
と
し
て
発
展 

わが地域のために何かし
たい、と思っているんだけ
れど、どうしたら良いか 
わからないなあ、、、 

 在宅生活の限界点を引き上げることが「地域のミッション」 
  … 生活支援コーディネーターが地域づくりの、よろず相談・指南役になっていく。 

●地域包括支援 
 センター 

●協議体  

●生活支援コーディネーター 

▼ＮＰＯ、シルバー、
社協、生協、民生委
員など  

地域包括支援センターと連携。協議体が
支援する仕組みとする。地域課題の把握
、人材の発掘・養成、社会資源の創生・活
性化支援等支え合いの地域社会づくりを
推進する。 

地域の社会資
源となるようサ
ポート 
   ↓ 
・ボランティア  
  グループ 
・サロン活動 
・ＮＰＯ立上げ 
    など 

流山市では、４
圏域に１名ずつ、
全体の指導的
立場の者１名の
５名を委嘱予定 
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流山市における総合事業導入に係る上限管理の試算（２７年度） 

介護予防訪問介護給
付見込額 

介護予防通所介護
給付見込額 

介護予防支援給付
見込額 

介護予防事業見
込額 

事業開始前年度（平成 
２６年度）の総額見込み 

46,054,000 130,615,000 34,873,000 49,185,000 260,727,000 

流山市における後期高齢者数の伸び率（直近３年間） ・・・ ５．７２％  

平成２７年度総合事業の上限額（原則割合） ＝  ２７５，５６４，５８４円（Ａ） 

Ｈ２７年度総合事業の予算要求額（12／1時点）＝ 122,360,000円      

平成２６年度給付等見込み 

∧
 

 ★よって、ガイドライン「（２）総合事業の上限管理…注3」の１０％特例割合を活用 
    260,727,000円×１０％＝ 286,799,700円（Ｂ）（原則割合比 11,235,116円増） 

Ｈ２７年度総合事業の予算要求額（12／1時点）＝ 122,360,000円      ∧
 

（Ａ）― 153,967,725円（27年度の予防給付）＝ 121,596,859円（27年度実質上限額） 

原 

原 

（Ｂ）ー 153,967,725円（27年度の予防給付）＝ 132,831,975円（27年度実質上限額） 特 

特 
∴１０％特例割合の活用で計画通りの総合事業の実施が可能となる。 28 



総合事業の導入後の費用推移の諸比較（粗い推計） 
（円） 

29 



多職種協働による個別事例
のケアマネジメントの充実
と地域課題の共有化と解決
により地域包括ケアシステ
ムの構築に資する。 

早期診断・早期対応等に
より、認知症になっても
住み慣れた地域で暮らし
続けられる支援体制づく
りを推進。認知症初期集
中支援チームの構築。 

医師会等の協力を得て連携を
強化し、在宅医療・介護の一
体的な提供体制を構築 

在宅医療・介護連携 

認知症対策の推進 

新総合事業による介護
予防の推進 

地域ケア会議の開催 

センター業務の評価・
運営内容の公表 

地域包括支援センターの 
機能強化  

生活支援コーディネーターと連携
し、高齢者のニーズとボランティ
ア等の地域資源とのマッチングに
より、多様な主体による生活支援
を充実。地域のマンパワーの発掘
と活用を図る。 

利用者の状態を適切に評価
し、生活機能の維持・改善
につながる介護予防ケアマ
ネジメントを実施 

生活支援サービスの体制整備 

 市    
 地域包括支援センターの運営方針の策定・センター業務の 
 評価事業・運営内容の公表の推進と支援等 

ＰＤＣＡサイクルによる業務の評
価・改善により、効率的・効果的
なセンター運営を実現。運営内容
の公表により市民の信頼性を確立 

△市と緊密な連携を図った運営 
△人員体制の充実 
△ＰＤＣＡによる運営状況の改善と公表 
△新総合事業など制度改正への対応 
 

総合事業の展開とともに、地域包括支援センターの 
機能強化を推進していく 

30 
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 ○ ２０２５年に向けて地域包括ケアシステムを確立していくには大変時間と手間が 

  かかることは必至。あと１１年しかない。いちはやくそのスタートを切る必要がある 

  のではないか。 

 ○ 総合事業は、サービスの受け皿づくりを行うだけの仕事ではない。総合事業を積 

  極的に活用して高齢者が生きがいと目標をもって住み慣れた地域で暮らせるよう 

  わがまちづくりを進めるプロジェクトである。 

 ○ わがまちの特性をじっくり見つめ直しましょう。都市計画や地域振興部門との連 

  携も必要。庁内に横断的組織を立ち上げることも極めて効果的である。 

 ○ 協働できる社会資源・地域の人材を見つけに行く、話す、聴く。 

 ○ 生活支援体制整備事業（法第１１５条の４５第１項第５号）は、平成２７年度から 

  先行して実施することが望ましい。遅くとも、総合事業と同時に導入する。 

 ○ 地域包括支援センターをパートナーとして信頼し、共に、地域に対して働きかけ、 

  規範的統合を推進していく。 

 ○ 「住民参加」による「地域の支え合い」の仕組みをつくる。市民と共に考え、方針 

  を定め、デザインを描いて、それを共有化していく。 

 ○ 介護予防・生活支援サービス事業に集中しすぎない。実は、一般介護予防事 

  業にどれだけ力点と工夫を注ぎ込めるかが、総合事業のポイントになっていくの 

  ではないでしょうか。 

   流山市では、誰もが、身近な場所で介護予防に気軽に取り組める仕組み、地域 

  ぐるみで介護予防に取り組むまちを構築したいと考えています。 

新総合事業の導入・最適化に向けて 

32 


